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令和６年３月愛荘町議会定例会会議録  令和６年２月２０日（火）午前９時００分開会 議議議議    事事事事    日日日日    程（第１号）程（第１号）程（第１号）程（第１号）    日程第 １ 会議録署名議員の指名 日程第 ２ 会期の決定 日程第 ３ 町長提案趣旨説明 日程第 ４ 一般質問 日程第 ５ 同意第 １号 愛荘町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 日程第 ６ 同意第 ２号 愛荘町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 日程第 ７ 同意第 ３号 愛荘町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 日程第 ８ 同意第 ４号 愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 日程第 ９ 同意第 ５号 愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 日程第１０ 議案第 １号 愛荘町職員の給与に関する条例および愛荘町行政組織条例の一部を改正する条例 日程第１１ 議案第 ２号 愛荘町役場庁舎統合に伴う関係条例の整備に関する条例 日程第１２ 議案第 ３号 愛荘町支所設置条例 日程第１３ 議案第 ４号 愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第１４ 議案第 ５号 愛荘町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程第１５ 議案第 ６号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 日程第１６ 議案第 ７号 愛荘町健康診査負担金徴収条例の一部を改正する条例 日程第１７ 議案第 ８号 愛荘町介護保険条例の一部を改正する条例 日程第１８ 議案第 ９号 愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 
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日程第１９ 議案第１０号 令和５年度愛荘町一般会計補正予算（第１０号） 日程第２０ 議案第１１号 令和５年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算（第１号） 日程第２１ 議案第１２号 令和５年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 日程第２２ 議案第１３号 令和５年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 日程第２３ 議案第１４号 令和５年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 日程第２４ 議案第１５号 令和５年度愛荘町下水道事業会計補正予算（第３号） 日程第２５ 議案第１６号 令和６年度愛荘町一般会計予算 日程第２６ 議案第１７号 令和６年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算 日程第２７ 議案第１８号 令和６年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算 日程第２８ 議案第１９号 令和６年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算 日程第２９ 議案第２０号 令和６年度愛荘町介護保険事業特別会計予算 日程第３０ 議案第２１号 令和６年度愛荘町下水道事業会計予算  本日の会議に付した事件本日の会議に付した事件本日の会議に付した事件本日の会議に付した事件    日程第１から日程第３  出席議員（１出席議員（１出席議員（１出席議員（１４４４４名）名）名）名）        １番 久保田 正 利 君         ２番 小 菅 久 宣 君     ３番 中 川 喜代和 君         ４番 澤 田 源 宏 君     ５番 森 野   隆 君         ６番 村 田   定 君     ７番 上 田 太 治 君         ８番 髙 橋 正 夫 君     ９番 外 川 善 正 君        １０番 河 村 善 一 君    １１番 瀧   すみ江 君        １２番 竹 中 秀 夫 君    １３番 辰 己   保 君        １４番 村 西 作 雄 君 欠席議員（欠席議員（欠席議員（欠席議員（なしなしなしなし））））     地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名    
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町 長  有 村 国 知 君  副 町 長  中 西  功 君  教 育 長  徳 田  寿 君  教 育 次 長 兼教育振興課長事務取扱  上 林 市 治 君  企画政策監兼みらい創生課長事務取扱 兼新型コロナウイルスワクチン接種推進室長  西 川 傳 和 君  総 務 政 策 監  生 駒 秀 嘉 君  福 祉 政 策 監 兼健康推進課長事務取扱  木 村 美 紀 君  産 業 政 策 監  北川三津夫君  経 営 戦 略 課 長  田 中 孝 幸 君       事務局職員出席者事務局職員出席者事務局職員出席者事務局職員出席者    議会事務局長  森  ま ゆ み  書 記  伊 谷 一 真   
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開会 午前９時００分 ◎開会の宣告◎開会の宣告◎開会の宣告◎開会の宣告    ○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）  皆さん、おはようございます。２月も半ばを過ぎまして、めっきり日々暖かくなってきたような感じがいたします。もう春もそこかなというふうに思います。本日、令和６年３月愛荘町議会定例会をお願いしましたところ、皆様方にはお繰り合わせ、出席いただきありがとうございます。  ただいまの出席議員は１４名で、定足数に達しております。よって、令和６年３月愛荘町議会定例会は成立いたしましたので、これより開会します。  ◎開議の宣告◎開議の宣告◎開議の宣告◎開議の宣告    ○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）  これより本日の会議を開きます。  ◎議事日程の報告◎議事日程の報告◎議事日程の報告◎議事日程の報告    ○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。  ◎会議録署名議員の指名◎会議録署名議員の指名◎会議録署名議員の指名◎会議録署名議員の指名    ○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、７番 上田太治君、８番 髙橋正夫君を指名します。  ◎会期の決定◎会期の決定◎会期の決定◎会期の決定    ○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）  日程第２、会期の決定を議題とします。  お諮りします。今期定例会の会期は、本日から３月２１日までの３１日間にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）  異議なしと認めます。よって、会期は本日から３月２１日までの３１日間に決定しました。  ◎町長提案趣旨説明◎町長提案趣旨説明◎町長提案趣旨説明◎町長提案趣旨説明    ○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）  日程第３、町長提案趣旨説明を求めます。町長。 
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〔町長 有村国知君登壇〕 ○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）  おはようございます。令和６年３月愛荘町議会定例会の開会に当たり御挨拶申し上げます。  提案趣旨説明に先立ち、まずは１月１日に発生いたしました令和６年能登半島地震により犠牲となられました方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、御遺族と被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。発災から５０日が経過いたしましたが、現地は依然として厳しい状況下にあり、被災地域の皆様の安全確保、そして一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。  さて、この地震により、石川県をはじめ広範囲で家屋、道路、ライフラインなどに甚大な被害をもたらし、住居を失った方々の多くは、今もなお避難生活を余儀なくされておられるところです。発災以降、国をはじめ自治体、民間企業、各種団体による被災地への物的及び人的支援が行われているところでございますが、当町におきましても、滋賀県等との連携、協力の下、石川県能登町に町職員を派遣することとしております。  あさって、２月２２日からは被災家屋等の公費解体、撤去制度等の申請受付業務に職員１名を、また、２月２５日からは避難所運営支援業務に職員２名をそれぞれ派遣いたします。被災地への支援は、多くの分野において長期にわたることが見込まれることから、今後においても、体制を整え、被災地の支援に当たってまいりたいと考えております。  次に、今３月定例会に上程いたします令和６年度当初予算について申し上げます。令和６年度は第２次愛荘町総合計画後期基本計画の２年目であり、将来の在りたい姿の実現に向けた未来志向のまちづくりに取り組むため、総合計画に掲げた次代を担う「ひとづくり」の促進、誰もが活躍できる「しごとづくり」の推進、未来を先取る活力ある「まちづくり」の実現の３つの重点戦略プロジェクトを軸に、国のこども未来戦略方針に基づく子供施策やデジタル田園都市国家構想に基づく地方創生施策など、令和６年度に重点的に取り組む施策に予算を配分いたしました。令和６年度の一般会計予算額は対前年度比０.１％減の１０８億４００万円であり、特別会計と公営企業会計である下水道事業を合わせた総予算規模は、対前年度比０.７％増の１６４億５,９０４万８,０００円といたしました。  次に、具体的な重点施策について何点か申し上げます。 
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 まず、国スポ・障スポ開催準備事業でございます。令和７年１０月に開催する本大会の前年となる今年、令和６年は、７月にリハーサル大会として、近畿高等学校アーチェリー選手権大会を本大会の会場である町スポーツセンター秦荘グラウンドで開催いたします。本大会に向けての準備をしっかりと整えていくとともに、全国からたくさんの方が当町を訪れていただくリハーサル大会と本大会を町の魅力など愛荘町らしさを全国に発信できる絶好のチャンスと捉え、心に届く町ならではのおもてなしができるよう、町一丸で取り組んでまいります。  次に、庁舎等リニューアル事業であります。令和６年度は、まず４月から秦荘サービス室の機能を拡充し、職員を増員いたします。その後、新保健センターの開設、各種工事の進捗の後、９月頃には愛知川庁舎を本庁舎、秦荘庁舎を支所として開設し、このタイミングで町職員も移動し、全ての課を本庁舎に配置する予定としております。また、これらに関連する条例の制定及び改正については、今期定例会に上程いたしておりますので、よろしくお願いいたします。  次に、国のデジタル田園都市国家構想に伴う当町の取組についてであります。国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用し、人口減少や少子高齢化といった地域の課題に、外部人材をはじめ、若者など多様な人材や団体等が関わり、持続的で魅力的な地域づくりの実現に向けて、令和５年度から実施している地域資源を生かした多様な人材による競争型課題解決プロジェクトを進めてまいります。  特に令和６年度は子供のための多様な学びの場の創出として、新たに公営塾の開設などを行い、「未来を拓く 愛荘１６年教育」のさらなる推進を図ってまいります。また、「子どもを真ん中におき、子どもを安心して生み育てることができる滋賀県の実現」を目的として県が新設した子ども・子育て施策推進交付金を活用し、こんにちは赤ちゃん訪問事業やラポール秦荘ふれあい広場遊具の充実を図ってまいります。このほか、「ひとづくり」、「しごとづくり」、「まちづくり」の３つの分野で、各種の重点施策に取り組んでまいります。  次に、湖東三山館あいしょう及び中山道愛知川宿街道交流館について申し上げます。両施設については、昨年１２月定例会において関係の議案が可決に至らなかったことから、本年４月以降の両施設の運営について、町民の皆様や関係の皆様からも御関心を頂いております。この間、議会からの御意見も頂きながら、調整を図ってまいりました。４月以降の両施設については、当面の間、町が直接運営に携わる考えでござい
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ます。両施設を御利用いただく皆様には一定御不便をおかけすることとなりますが、御理解賜りますようお願いいたします。また、今後の両施設の運営方針について、議会の皆様との協議を重ねてまいりたいと考えております。  さて、今期定例会に御提案いたします議案につきまして、御説明を申し上げます。人事案件５件、条例案件９件、令和５年度補正予算案件６件、令和６年度当初予算案件６件の合わせて２６案件を御提案させていただきました。  まず、人事案件５件です。同意第１号から第３号 愛荘町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて。委員の任期満了に伴い、３名の方の再任につきまして同意をお願いするものです。任期は令和６年４月１日から３年間でございます。  同意第４号 愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて。現委員の任期満了に伴い、新たに選任同意をお願いするものでございます。任期は令和６年４月１日から４年間でございます。  同意第５号 愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて。現委員の任期満了に伴い、新たに任命の同意をお願いするものです。任期は令和６年３月２９日から４年間でございます。  次に、条例案件９件です。議案第１号 愛荘町職員の給与に関する条例および愛荘町行政組織条例の一部を改正する条例につきましては、役場庁舎統合に伴い、秦荘サービス室を課に格上げすることから、行政組織条例について所要の改正を行うものと、現在の行政運営状況に鑑み、級別職務分類表について一部改正を行うものです。  議案第２号 愛荘町役場庁舎統合に伴う関係条例の整備に関する条例につきましては、庁舎統合により、愛知川庁舎を本庁舎に秦荘庁舎を支所とすることに伴い、関係条例について所要の改正を行うものです。  議案第３号 愛荘町支所設置条例につきましては、新たに設置する秦荘支所について、支所の名称、位置、所管区域を定めるものでございます。  議案第４号 愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、愛荘町職員の給与に関する条例の改正を受け、愛荘町会計年度任用職員についても同様の改正を行うものと、地方自治法の一部を改正する法律により、令和６年度から会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったことから、勤勉手当についても追記するものでございます。 
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 議案第５号 愛荘町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、令和６年度から会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給することから、本条例中の勤勉手当の記載について改正するものでございます。  議案第６号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、令和６年度からの国民健康保険税の税率について、愛荘町の国民健康保険事業の運営に関する協議会に対し諮問し、滋賀県から示された令和６年度における納付金の決定額等を基に示された答申に基づき、税率の改正を行うものでございます。  議案第７号 愛荘町健康診査負担金徴収条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険の被保険者の負担を軽減するため、特定健康診査の個人負担金を無料とするものでございます。  議案第８号 愛荘町介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、第９期介護保険事業計画に基づき、第９期期間中の介護保険料について改正を行うものでございます。  議案第９号 愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令で定める非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額の改正に伴うものでございます。  続いて、令和５年度補正予算案件６件です。各事業の実績及び実績見込みによる補正が主なものでございます。議案第１０号 令和５年度愛荘町一般会計補正予算（第１０号）ですが、歳入歳出それぞれ３億９,３３１万８,０００円を減額し、総額を１１３億４,７４６万７,０００円とするものでございます。また、令和５年度から令和６年度への繰越明許費といたしまして、ラポール秦荘空調設備改修工事設計事業４２３万８,０００円、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業１４３万９,０００円、西部地域土地改良基本設計等策定事業２,１８６万２,０００円、町道愛知川栗田線道路改良事業（愛知川工区）１億４,５０２万９,０００円、町道愛知川栗田線道路改良事業（豊満工区）１,２６８万３,０００円、町道名神国八線道路改良事業２,７１２万５,０００円、町道長野外周道路２号線ほか道路改良事業２,５３１万５,０００円、町道地京南野々目線道路改良設計事業５９２万１,０００円、町道橋梁維持修繕事業３,３００万円をお願いするものでございます。  議案第１１号 令和５年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算（第１号）ですが、歳入歳出それぞれ２１４万８,０００円を追加し、総額を２１５万８,０００円
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とするものでございます。  議案第１２号 令和５年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）ですが、歳入歳出それぞれ８６６万円を追加し、総額を１９億６,０３７万７,０００円とするものでございます。  議案第１３号 令和５年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）ですが、歳入歳出それぞれ９０万２,０００円を減額し、総額を２億２,５２４万４,０００円とするものでございます。  議案第１４号 令和５年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）ですが、歳入歳出それぞれ５,８７４万６,０００円を減額し、総額を１５億９,７５３万３,０００円とするものでございます。  議案第１５号 令和５年度愛荘町下水道事業会計補正予算（第３号）ですが、収益的収入として１５６万５,０００円の増額、収益的支出として２７８万円の増額、資本的収入として２,２４０万８,０００円の減額、資本的支出として２,２４０万８,０００円の減額とするものでございます。  次に、令和６年度当初予算案件でございます。一般会計と特別会計を合わせた予算規模は１４６億１６６万５,０００円となり、前年度当初比７,５２４万６,０００円増加、また、下水道事業会計は１８億５,７３８万３,０００円で、総予算規模は１６４億５,９０４万８,０００円となりました。  以上の案件を令和６年３月愛荘町議会定例会に提案させていただきました。何とぞ慎重な御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案趣旨の説明とさせていただきます。  ◎延会の宣告◎延会の宣告◎延会の宣告◎延会の宣告    ○議長（村西作雄○議長（村西作雄○議長（村西作雄○議長（村西作雄君）君）君）君）  お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）  異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しました。  お諮りします。議事の都合により、２月２１日から３月６日までの間、休会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 ○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）○議長（村西作雄君）  異議なしと認めます。よって、２月２１日から３月６日までの間、休会することに決定しました。  再開は３月７日午前９時から本会議ですので、よろしくお願いします。  また、議会運営委員会を２月２８日午前９時から開催しますので、委員の方はよろしくお願いをいたします。  この後、９時４０分から全員協議会を開催します。  本日はこれで延会します。御苦労さまでした。 延会 午前９時２３分 


